
：
日米地位協定 

日本国憲法適用外 

米軍管理の横田・岩国空域は民間機の通過は不可 

沖縄空域は米軍管理から国管理に移管されたが、米

空軍・米海兵隊機の訓練優先のため3名の米軍管

制官常駐。 

訓練空域（黄色、高3,000ｍ）は民間機の通過禁止 

アルトラブ（ALTRV、米軍臨時空域)と

して自衛隊の訓練空域やそれを超えた

空域を米軍が使用している。 

日本の空は米軍の支配下、日本の飛行機は自由に飛べない 

 

「ニュー山王ホテル」で米

軍と日本政府との会議。

議事録は非公開の密約場

所となっている。 議事録

の公開が日本国憲法を日

本国内に適用する糸口と

なる。 

1960,1,19日米地位協定より（抜粋） 

  岸信介首相（安倍の外祖父）が調印 

２条 日本全土で基地の使用が認

められる。自衛隊基地も 

３条 提供された基地の排他的管理権
を有し、自由に出入りできる 

４条 基地の返還の際、米側は原状回

復・補償の義務を負わない 

５条 民間空港、港湾、高速道路に

出入りできる。利用料は無料 

６条 航空管制の優先権を与える 

９条 旅券なしで出入国できる 

10条 日本の運転免許証なしに運転
できる 

11条 関税、税関検査を免除 

12条  物品税、通行税、揮発油

税、電気ガス税を免除。日本が基地従
業員を調達 

13条 租税・公課を免除 

17条 「公務中」の事件・事故で

は米国が第一次裁判権を有する 

24条 基地の費用を分担。日本政府の拡

大解釈で「思いやり予算」の根拠に 

25条 日米合同委員会の設置  
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韓国は日本とほぼ同じ条件（東洋人の差別？） 日本の法律も適用外 
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